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第 1    情報公開制度の運用状況 
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１  公文書開示請求・申立ての処理状況 

令和２年度の請求件数は33件でした。これらの処理状況は、次の表1のとおりです。 

表1 

年 度
請求 

件数 
※1 

処  理  状  況    
公開率※2

(%) 

審 査

請 求

苦 情

申 立
全部

開示

部分

開示

不 

開示

不 

存在

取り

下げ

その

他 

令 和

２年度
33 12 17 0 2 2 0 100.0 0 0 

令 和

元年度
25 12 12 0 1 0 0 100.0 0 0 

平 成

30 年度
30 15 14 0 1 0 0 100.0 0 0 

   注 ※1 １通の開示請求書の中に複数の内容が記載される場合は、請求内容ごとにカウントする。 

※2 公開率 ＝ 
(全部開示＋部分開示)件数 

×100 
(請求件数－不存在－取下げ)件数 

２  実施機関別公文書開示請求・申立ての状況 

令和２年度における公文書の開示請求及び申立て件数の実施機関・部局別は、表2、3のと

おりです。公文書の開示に対し、苦情申し立ては0件、審査請求が0件でした。 

表2 

区    分 開示請求件数 審査請求・苦情申立件数 

年  度 
令 和

２年度

令 和

元年度

平 成

30年度 

令 和

２年度

令 和

元年度

平 成

30年度 

実

施

機

関

別

市    長 31 21 19 0 0 0 

教育委員会 １ 1 4 0 0 0 

選挙管理委員会 0 1 0 0 0 0 

監査委員 0 0 0 0 0 0 

農業委員会 0 0 0 0 0 0 

固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 

土地開発公社 0 0 0 0 0 0 

公営企業(上下水道) １ 2 5 0 0 0 

議    会 0 0 2 0 0 0 

合    計 33 25 30 0 0 0 
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表3 

区  分 

件 数 

部 名 

件 数 

令 和

２年度

令 和

元年度

平 成

30 年度

令 和

２年度

令 和

元年度

平 成

30 年度

部

局

別

企画政策部 5 1 2 教育部 1 1 4 

総務部 4 3 5 上下水道局 1 2 5 

地域創造部 9 3 2 出納室 0 0 0 

こども部 1 0 0 議会事務局 0 0 2 

長寿社会部 0 0 0 
監査委員事務

局 
0 0 0 

建設環境部 5 8 4 土地開発公社 0 0 0 

市民福祉部 5 4 5 
選挙管理委員

会事務局 
0 1 0 

危機管理部 2 2 1 合 計 33 25 30 

  令和２年度は、地域創造部に対する請求が最も多く、次に、市民福祉部が多くなっていま

す。 

３ 公文書開示請求の内容と処理状況 

令和２年度公文書の開示請求に関する処理状況は、表4のとおりです。 

表4 ※備考中の号数は、大野城市情報公開条例第7条第1項の各号です。（不開示事由） 

№ 
請求受 

付月日 
開示請求に係る公文書の件名又は内容 

決定月日 実施機関 
備 考 

決定区分 所管課 

1 4月7日 
2019 年中異動済地番図・家屋現況図

shape図 

4月16日 市長 

開示 市税課 

2 4月7日 土地家屋課税台帳の電磁的記録 
4月16日 市長 

第2号該当 

（個人情報）
部分開示 市税課 

3 4月22日 

市が加入している損害保険の保険証券、

明細、その他添付資料（保険期間の終期

が2020年4月1日～2021年3月31日の

もの、年間保険料が5万円以上のもの） 

5月1日 市長 第2・3号（個

人情報・企業

情報） 部分開示 情報広報課 

4 4月27日 

令和元年11月8日公告分「上下水道局窓

口等業務」プロポーザル方式の入札結果、

採点、参加者の業務提案書 

5月25日 市長 第2・3号（個

人情報・企業

情報） 部分開示 料金施設課 
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№ 
請求受 

付月日 
開示請求に係る公文書の件名又は内容 

決定月日 実施機関 
備 考 

決定区分 所管課 

5 4月30日 
大野城市保育入所措置基準における調整

指数及び優先順位 

5月12日 市長 第4号該当 

（内部協議

情報） 部分開示 子育て支援課 

6 5月11日 

住居番号設定受付簿及び当該建物の住居

表示台帳(期間：2019 年 7 月１日～2019

年12月31日） 

5月25日 市長 
第2号該当 

（個人情報）
部分開示 

市民窓口 

サービス課 

7 6月15日 
指定区別年齢別男女別人口（令和 2 年 3

月31日現在） 

6月18日 市長 

開示 
市民窓口 

サービス課 

8 7月29日 建物の住居表示台帳 

8月12日 市長 

開示 
市民窓口 

サービス課 

9 8月6日 
基幹システム導入業務プロポーザル評価

結果（応募企業Ａ） 

8月12日 市長 

開示 情報広報課 

10 8月6日 
基幹システム導入業務プロポーザル評価

結果（応募企業Ｂ） 

8月12日 市長 

開示 情報広報課 

11 8月6日 
基幹システム導入業務プロポーザル評価

結果（応募企業Ｃ） 

8月12日 市長 

開示 情報広報課 

12 8月12日 
セミナー内におけるいさかいが生じたこ

とに関する報告文書 

8月25日 市長 第2・5・6号

該当（個人情

報・行政運営

情報・捜査情

報） 部分開示 
心のふるさと

館運営課 

13 8月24日 

住居番号設定受付簿及び当該建物の住居

表示台帳(期間：2020 年 1 月１日～2020

年6月30日） 

9月7日 市長 
第2号該当 

（個人情報）
部分開示 

市民窓口 

サービス課 

14 8月31日 
道路の擁壁に関する図面、構造に関する

資料 

9月4日 市長 
第2号該当 

（個人情報）
部分開示 公園街路課 

15 9月11日 
白木原2丁目の境界確定資料(平成15年

立会分) 

9月25日 市長 
第1・2・3号

（法令秘情

報・個人情

報・企業情

報） 
部分開示 建設管理課 



4 

№ 
請求受 

付月日 
開示請求に係る公文書の件名又は内容 

決定月日 実施機関 
備 考 

決定区分 所管課 

16 9月14日 
大野城市「心のふるさと館」を建設した

際の施工体系図 

9月25日 市長 
第2号該当 

（個人情報）
部分開示 

ふるさと 

にぎわい課 

17 9月28日 
都市計画道路乙金大池線（２工区）の位

置図及び平面図 

10月6日 市長 

開示 公園街路課 

18 10月6日 

①令和2年9月30日現在の小、中学校別

学年別生徒数調査報告書（校名、所在地、

電話番号、校長及び管理者含む） 

②個別校ごとの寄付受け入れ規定 

③個別校ごとの保護者会組織表 

10月15日 教育委員会 

一部不存在 

部分開示 教育振興課 

19 11月18日 
19 乙金東 0513 号線他１路線道路改良工

事（金入設計書） 

11月25日 市長 

開示 建設管理課 

20 1月15日 行政区長任用基準をあらわす資料 

1月29日 市長 

不存在 
コミュニティ 

文化課 

21 1月15日 行政区長任用係る適格者の審査資料 

1月29日 市長 
第2号該当 

（個人情報）
部分開示 

コミュニティ 

文化課 

22 1月15日 
行政区長任用が適切か総務省が容認する

ことをしめす資料 

1月29日 市長 

不存在 
コミュニティ 

文化課 

23 1月22日 筒井宝満神社の防犯灯の設置 
1月28日 市長 

取り下げ 安全安心課 

24 1月22日 筒井宝満神社東側の市道に関する資料 
1月28日 市長 

取り下げ 建設管理課 

25 2月4日 

・市の組織図 

・福岡県市町村職員共済組合に関する健康

診断にかかる契約書（令和2年度） 

・市長会に関する負担金に関する書類（令

和2年度） 

・福岡県自治会館建設費用に関する書類 

・いつから胃部Ｘ線検査が30歳以上になっ

たかわかる書類 

・胃部Ｘ線検査を30歳から受けなければな

らないチェックリスト 

2月18日 市長 

一部不存在 

部分開示 情報広報課 
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№ 
請求受 

付月日 
開示請求に係る公文書の件名又は内容 

決定月日 実施機関 
備 考 

決定区分 所管課 

26 2月5日 

・健康診断を受けない場合の様式 

・検診を受ける一番上の役職がわかるもの 

・市町村職員共済組合との毎年でない大き

な契約書類 

・毎年の契約の保護期間と破棄簿 

・市長の検診内容（5年分） 

2月19日 市長 
第2号該当 

（個人情報）

一部不存在 
部分開示 総務課 

27 3月1日 
行政区長に関する相反する解釈について整

合できる文書 

3月12日 市長 第7号該当 

（任意提供

情報） 部分開示 
コミュニティ 

文化課 

28 3月1日 令和２年度行政区長報酬総額 

3月12日 市長 

開示 
コミュニティ 

文化課 

29 3月1日 令和３年度予算（案）行政区長報酬総額 

3月12日 市長 

開示 
コミュニティ 

文化課 

30 3月1日 請願書の全文及び市長回答 

3月12日 市長 

開示 
コミュニティ 

文化課 

31 3月9日 

・健康診断受診件数 

・受診しない検査項目申請書・全項目受診

しない申請書の枚数 

・共済組合に入っていない地方公務員のわ

かるもの 

3月16日 市長 

一部不存在 

部分開示 総務課 

32 3月22日 

住居番号設定受付簿及び当該建物の住居

表示台帳(期間：2020 年 7 月１日～2020

年12月31日）

3月31日 市長 
第2号該当 

（個人情報）
部分開示 

市民窓口 

サービス課 

33 3月23日 
20急傾斜地崩壊対策工事（変更設計書） 

（設計書、本工事内訳書、明細表、単価表） 

3月31日 市長 

開示 安全安心課 
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４  審査請求の状況 

公文書の公開請求に対する不開示等の決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平

成26年法律第68号)に基づく審査請求を行うことができます。 

部分開示、不開示、不存在の決定をしたときは、審査請求の提起について、説明を行って

います。また、提起された審査請求については、大野城市情報公開審査会に当該決定の適否

について諮問し、その審査結果を尊重して裁決又は決定を行います。(条例第18条) 

令和２年度につきましては、審査請求はありませんでした。
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５  大野城市情報公開審査会の開催状況 

審査会は、条例第21条に基づき、附属機関として設置されたもので、次に掲げる事務を行

っています。 

① 行政不服審査法に基づく審査請求があった場合、実施機関の諮問に応じ、審査請求につ

いて調査審議し、答申すること。 

② 情報公開制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及

び建議すること。  

令和２年度の審査会開催状況は、表5のとおりです。また、審査会委員は、表6のとおり

です。 

表5 

表6                                                                    令和3年4月1日現在

６  大野城市情報公開審査会に対する諮問の状況 

令和２年度における情報公開審査会に対する諮問は、ありませんでした。 

回数 開催月日 審 議 内 容 

1 令和2年10月5日 令和元年度情報公開制度運用状況について（報告） 

氏  名 職  名 委嘱年月日 任 期 役  職 

道山 治延 
福岡大学 

法学部教授 

令和2年 

9月1日

令和6年 

8月31日 
会長 

冨山 敦 弁護士 
令和2年 

9月1日

令和6年 

8月31日 
副会長 

德永 達哉 
熊本大学大学院  

人文社会科学研究部准教授 

令和2年 

9月1日

令和6年 

 8月31日 

大谷 美咲 
西日本短期大学 

ビジネス法学科教授 

令和2年 

9月1日

令和6年 

8月31日 

櫛田 久代 
福岡大学 

法学部教授 

令和2年 

10月30日

令和6年 

8月31日 



第 2  個人情報保護制度の運用状況 
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１ 実施機関別事務の登録等の状況 

(1) 個人情報取扱事務の登録状況 

令和２年度の新規登録は13件でした。その内容は表1のとおりです。 

表1 

№ 届出月日 業務の名称 所管課 

1 5月8日 特別定額給付金給付業務 給付金対策室 

2 5月13日 雇用調整推進奨励金給付業務 給付金対策室 

3 5月13日 中小企業等緊急支援給付金給付業務 給付金対策室 

4 5月13日 児童扶養手当世帯支援給付金支援業務 子育て支援課 

5 5月13日 子育て世帯への臨時特別給付金支援業務 子育て支援課 

6 7月6日 ひとり親世帯臨時特別給付金支援業務 子育て支援課 

7 7月29日 新生児臨時特別給付金給付業務 給付金対策室 

8 7月31日 子育て世帯拡大特別給付金給付業務 給付金対策室 

9 7月31日 生活応援商品券配付業務 給付金対策室 

10 8月11日 家賃軽減支援給付金給付業務 給付金対策室 

11 11月2日 まちづくりに関するアンケート調査業務 都市計画課 

12 2月1日 新型コロナウイルスワクチン接種業務 ワクチン対策室 

13 2月19日 傍聴受付業務 議事課 
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 (2) 業務の変更及び廃止状況 

令和２年度の業務登録の変更及び廃止はありませんでした。 

（3）令和２年度末の業務登録件数は表2のとおり324件となっています。 

表2 

実施機関 登録件数 実施機関 登録件数

市長 （企画政策部） 37 教育委員会 33 

（総務部） 35 選挙管理委員会 2 

（地域創造部） 23 監査委員 2 

（こども部） 30 農業委員会 1 

（長寿社会部） 33 固定資産評価審査委員会 1 

（建設環境部） 44 公営企業管理者の権限を行う市長 22 

（市民福祉部） 36 議会 8 

（危機管理部） 16   

（出納室） 1   

合  計 324 
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(4) 個人情報の目的外利用・外部提供の状況 

  令和２年度は、目的外利用の新規登録の届出は15件、廃止が12件ありました。また、新

たな外部提供についての届出は1件あり、廃止はありませんでした。 

表3 ※根拠中の号数は、大野城市個人情報保護条例第11条第1項の各号です。 

№ 届出月日 区分 業務の名称 
理 由 保有課 

（根 拠） 利用課・提供先 

1 5月8日 
目的外利

用（新規）

特別定額給付金給付

業務 

対象者調査のため 
市民窓口サービ

ス課 

第３号（緊急） ⇒給付金対策室 

2 5月8日 
目的外利

用（新規）

特別定額給付金給付

業務 

対象者調査のため 福祉課 

第３号（緊急） ⇒給付金対策室 

3 5月8日 
目的外利

用（新規）

特別定額給付金給付

業務 

給付のため 子育て支援課 

本人同意 ⇒給付金対策室 

4 5月8日 
目的外利

用（新規）

特別定額給付金給付

業務 

給付のため 国保年金課 

本人同意 ⇒給付金対策室 

5 5月8日 
目的外利

用（新規）

特別定額給付金給付

業務 

給付のため 市税課 

本人同意 ⇒給付金対策室 

6 5月13日 
目的外利

用（新規）

中小企業等緊急支援

給付金給付業務 

給付のため 市税課 

本人同意 ⇒給付金対策室 

7 5月13日 
目的外利

用（新規）

子育て世帯への臨時

特別給付金支給業務 

対象者把握のため 子育て支援課 

第３号（緊急） ⇒子育て支援課 

8 6月10日
目的外利

用（新規）

子ども相談センター

相談業務 

調査のため 収納課 

第１号（法令等） ⇒こども健康課 

9 7月29日 
目的外利

用（新規）

児童扶養手当世帯支

援給付金支給業務 

対象者把握のため 子育て支援課 

第３号（緊急） ⇒子育て支援課 

10 7月29日 
目的外利

用（新規）

ひとり親世帯臨時特

別給付金支給業務 

対象者把握のため 子育て支援課 

第３号（緊急） ⇒子育て支援課 
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№ 届出月日 区分 業務の名称 
理 由 保有課 

（根 拠） 利用課・提供先 

11 7月29日
目的外利

用（新規）

新生児臨時特別給付

金給付業務 

対象者調査のため 
市民窓口サービ

ス課 

第３号（緊急） ⇒給付金対策室 

12 7月31日
目的外利

用（新規）

子育て世帯拡大特別

給付金業務 

対象者調査のため 
市民窓口サービ

ス課 

第３号（緊急） ⇒給付金対策室 

13 7月31日 
目的外利

用（新規）

生活応援商品券配布

業務

対象者把握のため 市税課 

第３号（緊急） ⇒給付金対策室 

14 7月31日 
目的外利

用（新規）

生活応援商品券配付

業務 

対象者把握のため 市税課 

第３号（緊急） ⇒給付金対策室 

15 11月2日
目的外利

用（新規）

まちづくりに関する

アンケート調査業務 

対象者抽出のため 
市民窓口サービ

ス課 

第４号（審議会） ⇒都市計画課 

16 12月31日 
目的外利

用（廃止）
住民基本台帳業務 

（まちづくりに関するアンケー

ト調査業務） 

業務終了のため 

市民窓口サービ

ス課 

 ⇒都市計画課 

17 3月31日 
目的外利

用（廃止）
住民基本台帳業務 

（特別定額給付金給付業務） 

業務終了のため 

市民窓口サービ

ス課 

 ⇒給付金対策室 

18 3月31日 
目的外利

用（廃止）

在宅障がい者福祉業

務 

（特別定額給付金給付業務） 

業務終了のため 
福祉課 

 ⇒給付金対策室 

19 3月31日 
目的外利

用（廃止）
児童手当業務 

（特別定額給付金給付業務） 

業務終了のため 
子育て支援課 

 ⇒給付金対策室 

20 3月31日 
目的外利

用（廃止）
国民健康保険業務 

（特別定額給付金給付業務） 

業務終了のため 
国保年金課 

 ⇒給付金対策室 
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№ 届出月日 区分 業務の名称 
理 由 保有課 

（根 拠） 利用課・提供先 

21 3月31日 
目的外利

用（廃止）

市民税業務 

固定資産税業務 

（特別定額給付金給付業務） 

業務終了のため 
市税課 

 ⇒給付金対策室 

22 3月31日 
目的外利

用（廃止）
市民税業務 

（中小企業等緊急支援給付金給

付業務） 

業務終了のため 

市税課 

 ⇒給付金対策室 

23 3月31日 
目的外利

用（廃止）
児童手当業務 

（子育て世帯への臨時特別給付

金支給業務） 

業務終了のため 

子育て支援課 

 ⇒子育て支援課 

24 3月31日 
目的外利

用（廃止）
児童扶養手当業務 

（児童扶養手当世帯支援給付金

支給業務） 

業務終了のため 

子育て支援課 

 ⇒子育て支援課 

25 3月31日 
目的外利

用（廃止）
住民基本台帳業務 

（子育て世帯拡大特別給付金業

務） 

業務終了のため 

市民窓口サービ

ス課 

 ⇒給付金対策室 

26 3月31日 
目的外利

用（廃止）
市民税業務 

（生活応援商品券配布業務） 

業務終了のため 
市税課 

 ⇒給付金対策室 

27 3月31日 
目的外利

用（廃止）
住民基本台帳業務 

（生活応援商品券配布業務） 

業務終了のため 

市民窓口サービ

ス課 

 ⇒給付金対策室 

28 9月16日 
外部提供 

（新規） 
出納業務 

捜査のため 出納室 

第４号（審議会） ⇒捜査機関 
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２  自己情報開示請求・申立ての処理状況 

令和２年度における自己情報の開示請求は、19件ありました。その処理状況は、表4のと

おりです。 

表4 

年 度
請 求

件数 

処  理  状  況    
公開率※

(%) 

審 査

請求

苦情

申立
全部

開示

部分

開示

不 

開示

不 

存在

取り

下げ

その

他 

令 和

２年度
19 7 7 4 0 1 0 100.0 0 0 

令 和

元 年度
19 5 8 0 6 0 0 100.0 1 0 

平 成

30 年度
8 4 3 0 0 1 0 100.0 0 0 

  注 ※1 １通の開示請求書の中に複数の内容が記載される場合は、請求内容ごとにカウントする。

※2 公開率 ＝ 
(全部公開＋部分開示)件数 

×100 
(請求件数－不存在－取下げ)件数 
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３ 自己情報開示請求の内容と処理状況 

令和２年度自己情報の開示請求に関わる処理状況は、表5のとおりです。 

※備考中の号数は、大野城市個人情報保護条例第16条第1項の各号です。（不開示事由） 

表5

№ 請求月日 公文書の内容又は請求内容 
決定月日 実施機関 

備 考 

決定区分 所 管 課 

1 4月9日 転校先の小学校が分かる書類（長男分） 
4月23日 教育委員会 第4号該当 

（内部協議

情報） 不開示 教育振興課 

2 4月9日 転校先の小学校が分かる書類（長女分） 

4月23日 教育委員会 第4号該当 

（内部協議

情報） 不開示 教育振興課 

3 4月9日 
人権男女共同参画課が保管する長男の情

報が記載された書類 

4月23日 市長 第4号該当 

（内部協議

情報） 不開示 
人権男女 

共同参画課 

4 4月9日 
人権男女共同参画課が保管する長女の情

報が記載された書類 

4月23日 市長 第4号該当 

（内部協議

情報） 不開示 
人権男女 

共同参画課 

5 5月14日 要介護認定にかかる訪問調査票（最新分）
5月20日 市長 

第2号該当 

（個人情報）部分開示 長寿支援課

6 5月15日 
介護認定訪問調査票、要介護認定結果通

知書（過去分から最新分まで） 

5月26日 市長 第2号該当 

（個人情報）部分開示 長寿支援課 

7 6月17日 住民票交付申請書（平成26年4月～現在）

6月25日 市長 

開示 
市民窓口 

サービス課 

8 6月18日 介護認定に係る訪問調査票（過去３回分）
6月23日 市長 第2号該当 

（個人情報）部分開示 長寿支援課 

9 7月8日 子の中学1・2年生の各教科の評定 
7月22日 教育委員会 

開示 教育振興課 

10 8月25日 
介護認定結果通知書（平成25年以降すべ

て） 

8月31日 市長 

開示 長寿支援課 

11 9月9日 
最初の要介護認定にかかる介護認定結果

通知書 

9月14日 市長 

開示 長寿支援課 
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№ 請求月日 公文書の内容又は請求内容 
決定月日 実施機関 

備 考 
決定区分 所 管 課 

12 9月23日 
戸籍謄本申請書(令和2年4月から現在ま

で) 

9月25日 市長 

取り下げ 
市民窓口 

サービス課 

13 9月30日 
住宅支援給付決定（支給日時、金額がわ

かるもの） 

10月5日 市長 
第2・3号 

該当（個人情

報・法人情

報） 
部分開示 生活支援課 

14 11月2日 住民票交付申請書（平成30年5月～現在）

11月10日 市長 
第2号該当 

（個人情報）部分開示 
市民窓口 

サービス課 

15 11月2日 住民票交付申請書（平成30年5月～現在）

11月10日 市長 
第2号該当 

（個人情報）
部分開示 

市民窓口 

サービス課 

16 12月16日 
住民票交付申請書（令和2年9月1日～

12月16日） 

12月22日 市長 

開示 
市民窓口 

サービス課 

17 12月18日 
市役所の入退室記録（令和2年6月24日

～10月15日） 

12月22日 市長 
第2号該当 

（個人情報）部分開示 管財課 

18 1月6日 
住民票交付申請書（平成31年3月1日～

1月6日） 

1月12日 市長 

開示 
市民窓口 

サービス課 

19 3月8日 
介護認定に係る訪問調査票（令和元年度

分） 

3月15日 市長 

開示 長寿支援課 

４  個人情報訂正等請求の状況 

  令和２年度における保有個人情報の訂正、利用の停止、削除、目的外利用の中止、外部提

供の中止の請求(条例第24・25・26条)は、ありませんでした。 

５ 苦情申出の状況 

令和２年度における苦情の申出は、ありませんでした。 
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６  審査請求の状況 

自己情報開示請求に対する不開示等の決定について不服がある場合は、行政不服審査法(平

成26 年法律第68 号)に基づく審査請求を行うことができます。提起された審査請求につい

ては、大野城市個人情報保護審査会に当該決定の適否について諮問し、その審査結果を尊重

して裁決又は決定を行います。(条例第32条)

令和２年度につきましては、審査請求はありませんでした。 

７ 大野城市個人情報保護審査会の開催状況 

審査会は、条例第35条に基づき附属機関として設置されたもので、行政不服審査法に基づ

く審査請求があった場合に、実施機関の諮問に応じて審査を行います。審査会は、審査請求

に対する裁決又は決定の公正さを確保するためのものです。 

令和２年度の審査会開催状況は、表6のとおりです。また、審査会委員は、表7のとおり

です。 

表6 

回数 開催月日 審 議 内 容 

1 令和2年10月5日 令和元年度個人情報保護制度運用状況について（報告） 

表7                                                                令和3年4月1日現在

氏  名 職  名 委嘱年月日 任 期 役  職 

道山 治延 
福岡大学 

法学部教授 

令和元年 

11月1日

令和５年 

10月31日 
会長 

冨山 敦 弁護士 
令和元年 

11月1日

令和５年 

10月31日 
副会長 

櫛田 久代 
福岡大学 

法学部教授 

令和元年 

11月1日

令和５年 

10月31日 

８  大野城市個人情報保護審査会に対する諮問の状況 

令和２年度における個人情報保護審査会に対する諮問はありませんでした。 
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９  大野城市個人情報保護審議会の開催状況 

審議会は、条例第41条に基づき附属機関として設置されたもので、次に掲げる事務を行

っています。 

① 条例の規定により実施機関がその意見を聴くこととされた事項（諮問事項)について、

審議を行い、答申すること。 

② 個人情報保護制度の運営に関する重要事項について審議及び建議すること。

令和２年度の審議会開催状況は、表8のとおりです。また、審議会委員は表9のとお

りです。 

表8 

回数 開催月日 審 議 内 容 

1 令和3年2月18日 令和元年度個人情報保護制度運用状況について（報告） 

表9                                                              令和3年4月1日現在

氏  名 職  名 委嘱年月日 任 期 役  職 

熊谷 雅弘 弁護士 
令和元年 

7月29日 

令和５年 

7月28日 
会長 

德永 達哉 
熊本大学大学院  

人文社会科学研究部准教授 

令和元年 

7月29日 

令和５年 

7月28日 
副会長 

大谷 美咲 
西日本短期大学 

ビジネス法学科教授 

令和元年 

7月29日 

令和５年 

7月28日 

林  弘己 税理士 
令和元年 

 7月29日 

令和５年 

 7月28日 

日下部 郁美 大野城市消費生活相談員 
令和2年 

10月14日 

令和５年 

7月28日 

10  大野城市個人情報保護審議会に対する諮問の状況 

令和２年度における個人情報保護審議会に対する諮問はありませんでした。 


